
目

次

公

告

○
連
携
管
理
保
全
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
緊
急
防
災
等
工
事
計
画
の
決
定
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
変
更
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
三

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と

と
な
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
三

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
一
部

訂
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九
八
（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例

に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
手
続
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
四

監
査
委
員

○
包
括
外
部
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
等
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
五

公
営
企
業

○
青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqq（
病

院

局

事
業
統
括
部
）
…
五

公

告

連
携
管
理
保
全
計
画
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
津
軽
平
川
土
地
改
良
区
、
豊
田
土
地
改
良
区
、
石
川
土
地
改
良
区
、
六
羽
川
土
地
改
良
区
、
平

川
土
地
改
良
区
、
枝
川
鶴
田
土
地
改
良
区
及
び
五
所
川
原
北
部
土
地
改
良
区
に
係
る
連
携
管
理
保
全

計
画
を
令
和
八
年
五
月
十
五
日
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
七
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

連
携
管
理
保
全
計
画
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
中
市
筒
口
土
地
改
良
区
、
蛯
川
土
地
改
良
区
、
天
満
下
土
地
改
良
区
及
び
倉
石
土
地
改
良
区
に

係
る
連
携
管
理
保
全
計
画
を
令
和
八
年
五
月
十
五
日
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
七
条
の
十
二
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

連
携
管
理
保
全
計
画
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
西
津
軽
土
地
改
良
区
及
び
大
田
光
土
地
改
良
区
に
係
る
連
携
管
理
保
全
計
画
を
令
和
八
年
五
月

十
八
日
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
七
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

青
森
県
報
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令
和
八
年
六
月
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

連
携
管
理
保
全
計
画
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
青
森
北
部
土
地
改
良
区
、
青
森
中
部
土
地
改
良
区
、
青
森
第
二
北
部
土
地
改
良
区
及
び
奥
内
土

地
改
良
区
に
係
る
連
携
管
理
保
全
計
画
を
令
和
八
年
五
月
十
八
日
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
七

条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
小

湊
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
）
（
暗

渠
排
水
）
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
以
内
に
、
県
を
被
告
と
し
て
（
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
る
。
）
、
そ
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
そ
の
審
査
請
求
に

対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
八
年
六
月
十
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

青
森
県
庁
農
村
整
備
課
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
藤

坂
頭
首
工
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
水
利
施
設
整
備
事
業
（
基
幹
水
利
施
設
保
全
型
）
）
計
画

を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
以
内
に
、
県
を
被
告
と
し
て
（
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
る
。
）
、
そ
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
そ
の
審
査
請
求
に

対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
八
年
六
月
十
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

青
森
県
庁
農
村
整
備
課
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ

県
営
土
地
改
良
事
業
の
緊
急
防
災
等
工
事
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
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り
、
間
木
堤
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
等
整
備
事
業
（
緊
急
防
災
等
工
事
）
）
の
緊
急

防
災
等
工
事
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
緊
急
防
災
等
工
事
計
画
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
の
緊
急
防
災
等
工
事
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
六
月
以
内
に
、
県
を
被
告
と
し
て
（
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
る
。
）
、
そ
の
取
消
し
の
訴
え

を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以

内
に
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
緊
急
防
災
等
工
事
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
そ
の
審
査
請

求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

緊
急
防
災
等
工
事
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
八
年
六
月
十
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

青
森
県
庁
農
村
整
備
課
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
変
更
の
公
表

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
（
令
和
八
年
三
月
三
十
日
公
表
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の

で
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

令
和
８
管
理
年
度
（
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
）

に
お
け
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
特
定
水
産
資
源
に
関
す
る
も
の
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

第
１
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）

知
事

管
理

区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

青
森
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
漁
業

３
３
５
．
３
ト
ン

第
２
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）

知
事

管
理

区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

青
森
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
漁
業

８
３
４
．
１
ト
ン

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
二
号

次
の
政
治
団
体
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
五
月
一
日
以
降
、
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。
）
の
た
め
に
寄

附
を
受
け
、
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
と
な
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

蛯
沢
正
紀
後
援
会

蛯
沢

正
紀

蛯
沢

正
子

上
北
郡
東
北
町
字
塔
ノ
沢
山
九

三
の
一

清
野
一
榮
会

清
野

一
榮

大
場

俊
一

弘
前
市
大
字
紙
漉
沢
字
堰
根
一

五
六
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蛯
沢
正
紀
を
励
ま
す

会

田
沢

千
代
志

蛯
沢

正
子

上
北
郡
東
北
町
字
塔
ノ
沢
山
九

三
の
一

大
久
保
和
夫
後
援
会

鳥
谷
部

雅
治

平
野

泰
雄

三
戸
郡
五
戸
町
字
蛯
川
村
四
七

大
沢
義
之
後
援
会

大
沢

吉
明

大
沢

吉
明

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
中
市

字
天
満
二
六
の
一

佐
藤
文
俊
後
援
会

工
藤

勝
久

佐
藤

文
俊

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
辻
字
岸

田
九
九
の
二

清
野
一
榮
後
援
会

大
場

勉

大
場

俊
一

弘
前
市
大
字
紙
漉
沢
字
堰
根
一

五
六

田
島
政
義
後
援
会

田
島

政
義

田
島

政
義

上
北
郡
七
戸
町
字
寺
裏
九
の
七

の
へ
じ
の
未
来
を
創

る
会

會
田

秀
夫

今
井

實
人

上
北
郡
野
辺
地
町
字
上
小
中
野

三
の
三

番
屋
博
光
後
援
会

番
屋

博
光

番
屋

博
光

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
貝
守
字
毒

久
保
八
五
の
一

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号

令
和
六
年
十
一
月
二
十
七
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
三
号
（
政
治
資
金
規
正
法
に

よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
令
和
５
年
分
⑴
政
党
の
支
部
ア
統
括
表
自
由
民
主
党
青
森
県

自
治
振
興
支
部
の
項
中

「

「

を

に
訂
正
す
る
。

」

」

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九
八
（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
手

続
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九
八
（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取

の
手
続
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九
八
（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
手

続
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
一
条
中
「
第
三
章
第
二
節
」
の
下
に
「
及
び
青
森
県
行
政
手
続
条
例
第
十
五
条
第
四
項
等
に
規

定
す
る
方
法
を
定
め
る
規
則
（
令
和
八
年
五
月
青
森
県
規
則
第
三
十
六
号
）
」
を
加
え
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
同
条
第
三
項
後
段
」
を
「
同
条
第
四
項
後
段
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

監

査

委

員

青
森
県
監
査
委
員
告
示
第
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日

青
森
県
監
査
委
員

佐
々
木

知

彦

青
森
県
監
査
委
員

三

浦

朋

子

青
森
県
監
査
委
員

木

明

和

人

青
森
県
監
査
委
員

菊

池

勲

一

包
括
外
部
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏

名

住

所

加

藤

聡

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
人
形
町
三
丁
目
五
の
一
〇

鳩

健

二

青
森
県
八
戸
市
長
根
二
丁
目
七
の
一
四

齊

藤

貴

彰

青
森
県
八
戸
市
南
類
家
一
丁
目
一
五
の
六

鈴

木

崇

大

青
森
県
弘
前
市
大
字
西
ケ
丘
町
一
二
の
五

千

田

泰

士

青
森
県
八
戸
市
売
市
二
丁
目
八
の
五

佐

藤

大

悟

青
森
県
弘
前
市
大
字
清
水
森
字
沼
田
三
九
の
二

二

包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
で
き
る
期
間

令
和
八
年
六
月
十
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

公

営

企

業

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

大

山

力

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
五
号

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中
「
参
考
人
」
の
下
に
「
、
被
害
者
参
加
人
」
を
加
え
、
同
項
第
十

九
号
中
「
期
間
（
」
の
下
に
「
当
該
期
間
が
業
務
の
繁
忙
期
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
」
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
の
二
中
「
青
森
県
病
院
局
職
員
被
服
貸
与
規
程
」
を
「
青
森
県
病
院
局
職
員
被
服
等

貸
与
規
程
」
に
改
め
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
職
員
に

対
す
る
第
二
十
一
条
第
一
項
第
十
九
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
一
の
年
の
六
月

か
ら
十
月
ま
で
の
期
間
（
当
該
期
間
が
業
務
の
繁
忙
期
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
業
務
の
事
情
に
よ

り
当
該
期
間
内
に
こ
の
号
の
休
暇
の
全
部
又
は
一
部
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
管
理
者

が
認
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
一
の
年
の
六
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
期
間
）
」
と
あ
る
の
は
、

「
令
和
八
年
六
月
か
ら
令
和
九
年
三
月
ま
で
の
期
間
」
と
す
る
。

一

第
八
十
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
又
は
第
二
十
五
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
開
催
又
は

開
催
準
備
に
係
る
業
務
（
こ
れ
ら
の
大
会
に
係
る
行
幸
啓
に
関
す
る
業
務
を
含
む
。
）
に
従
事

す
る
職
員
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二

前
号
に
掲
げ
る
職
員
に
準
ず
る
職
員
と
し
て
管
理
者
が
認
め
る
職
員

第
一
号
様
式
中
「所

属
名

氏
名

」
を

「所
属
職
氏
名

職
員
番
号

」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「職

氏
名

」
を
「職

氏
名

職
員
番
号

」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
中
「所

属
職
・
氏
名

」
を

「所
属
職
氏
名

職
員
番
号

」
に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
中
「所

属
職
氏
名

」
を

「所
属
職
氏
名

職
員
番
号

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
４
中
「職
氏
名

」
の
次

に
「、

職
員
番
号

」
を
加
え
る
。

第
九
号
様
式
の
二
か
ら
第
十
二
号
様
式
の
八
ま
で
及
び
第
十
七
号
様
式
中
「職

氏
名

」
を

「職
氏
名

職
員
番
号

」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
号
様
式
及
び
第
二
十
四
号
様
式
中
「所

属
職
・
氏
名

」
を

「所
属
職
氏
名

職
員
番
号

」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
号
様
式
中
「職

氏
名

」
を
「職

氏
名

職
員
番
号

」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
号
様
式
中
「職

・
氏
名

」
を
「職

氏
名

職
員
番
号

」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
号
様
式
中
「職

氏
名

」
を
「職

氏
名

職
員
番
号

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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所
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青
森
市
長
島
一
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目
一
番
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号

青

森

県
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刷
所
・
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人
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青
森
市
第
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目
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番
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号

東
奥
印
刷
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式
会
社

毎
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水
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金
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